
ソフトウェア使用許諾契約書 

 

翻訳のチェックソフト「色 de チェック」（以下、本ソフトウェア）をご使用になる前に、

本ソフトウェア使用許諾契約書（以下、「本契約」という）をよくお読みください。 

 

本契約は、お客様が本ソフトウェアご利用いただく時点で、本契約の締結に同意されたも

のとみなします。 

 

第 1 条  使用許諾  

1. エヌ・アイ・ティー株式会社（以下「NIT」という）は、お客様に対して本契約書の定

める条件の下で、本ソフトウェアを使用できる、非独占的な使用権（以下、「本使用権」と

いう）を許諾します。 

2. 本契約に基づきお客様が本ソフトウェアを使用した場合、いかなる意味においても、お

客様に対する何らの権利移転等を意味するものではありません。 

3. お客様が安全保障上その他の理由で米国政府による輸出規制の対象となっている国の国

民の場合は、本ソフトウェアの使用許諾は致しかねます。 

4. 本契約に特に規定されていない権利は全て NITによって留保されます。  

 

第 2 条 使用権の範囲 

本使用権の内容は以下の通りと致します。 

1. 本契約により、NIT との特別な取り決めがない限り、お客様は、一ライセンスにつき一

台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。 

2. 前項にかかわらず、お客様のご利用環境に応じて、次の各号に従って本ソフトウェアを

使用することができます。 

 (1) お客様の管理のもと第 5 条に違反しない範囲で、一台のコンピュータにのみインスト

ールした本ソフトウェアを複数人で使用することができます。 

 (2) 本ソフトウェアの使用者がお客様ご自身（法人の場合は特定の従業員 1 名）に限られ

ている場合は、本ソフトウェアを同時に使用しないという条件で、お客様（当該従業員）

のみが使用する他のコンピュータにインストールすることができます。 

3. 本使用権は本契約の有効期間中に限り存続するものとします。 

 

第 3 条  著作権等 

1. ライセンス製品及びマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他の

すべての知的財産権は全て NITに帰属します。 

2. お客様は、NIT の書面による事前の承認を得ることなく、ライセンス製品及びマニュア

ルを第三者へ賃貸または譲渡できないものとし、かつ、ライセンス製品及びマニュアルに



担保権を設定することはできないものとします。 

 

第 4 条  保証に関する免責事項 

1. ライセンス商品のインストール、ダウンロードを行うことによって生じる費用は一切負

担いたしません。 

2. NIT は、ライセンス製品の機能がお客様の特定の目的に適合することを保証するもので

はなく、ライセンス製品の誤用等に起因するお客様の損害につき一切の保証をいたしませ

ん。 

3. お客様が選択、導入、使用されるソフトウェアから生じる影響につきましては、お客様

の責任とさせていただきます。ライセンス製品及びマニュアルの使用に起因してお客様又

はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して NIT は一切の責

任を負いません。 

 

第 5 条  禁止事項 

お客様が以下の行為を行なうことを禁止致します。 

1. 特に定める場合を除き、他の第三者に対し、本ソフトウェアおよび登録に必要なパスワ

ードを販売、再使用許諾、貸与あるいは譲渡すること（これに類似する行為を含む）。 

2. 不特定多数の者によるアクセスが可能な電子掲示板やウェブ・サイトなどに、本ソフト

ウェア、登録に必要パスワードあるいは関連するドキュメントをアップロードまたは掲示

すること。 

3. 本ソフトウェアあるいは関連するドキュメントを補修、翻案、リバース・エンジニアリ

ング、 逆コンパイル、逆アセンブルすること、本ソフトウェアを利用して他のソフトウェ

アを製作すること、また登録に必要なパスワードの発行。 

4. その他NITないし第三者の信用を毀損し、あるいは損害をもたらす一切の行為を行なう

こと。 

 

第 6 条  契約の解除 

1. お客様が、前条の各号に記載された禁止事項の一条項にでも違反した場合、NIT は、お

客様に対し書面、口頭または電子メール等により、その是正又は削除を求め、お客様がそ

れに従わない場合は、関係する所轄当局への通報を行うことが出来るものとします。 

2. NIT は、その都合により、本契約を終了することができます。本契約が終了した場合に

は、お客様は本ソフトウェア、登録に必要なパスワードおよび関連するドキュメントを直

ちに破棄しなければなりません。 

3. お客様が、ライセンス製品のアップグレードを行った場合、本契約は解除され、アップ

グレード後のライセンス製品の契約の規定が有効になります。 

4. お客様が、ライセンス製品の使用期間の更新を行った場合、本契約は解除され、使用期



間更新後のライセンス製品の契約の規定が有効になります。 

 

第 7 条  有効期間 

1. 本契約はお客様がライセンス製品のパスワードをコンピュータヘ登録した時から有効と

なり、本契約の規定に従って解除される場合を除き、パスワードの使用期間が終了するま

でライセンス製品をお使いいただくことができます。 

 

第 8 条  一般条項 

1. 本契約は、ライセンス製品の使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とNITとの間

になされたすべての取り決めに優先して適用されます。 

2. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

3. 本契約に関連して法律上の紛争が生じた場合は、日本国における東京地方裁判所または

東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。 

 

 


